
川崎市児童扶養手当事務取扱要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号。以下「法」

という。）、児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号）及び児童扶

養手当法施行規則（昭和３６年厚生省令第５１号。以下「規則」という。）の

規定に基づき、児童扶養手当事務手続に必要な事項を定めるものとする。 
（認定請求書） 
第２条 規則第１条第１項に規定する児童扶養手当認定請求書は、児童扶養手

当認定請求書・転入届・額改定〔増額〕請求書（第１号様式）による。 
（別居監護申立書） 
第２条の２ 規則第１条第１項第１の２号、第２号、第２条第１項第２号及び

第４条第１項第１の２号、第２号に定める書類は、別居監護申立書（第２号

様式）による。 
（養育申立書） 
第２条の３ 規則第１条第１項第３号、第２条第１項第２号及び第４条第１項

第３号に定める書類は、養育申立書（第３号様式）による。 
（遺棄申立書） 
第２条の４ 規則第１条第１項第５号ロ及び第４条第１項第５号に定める書類

は、遺棄申立書〔新規用〕（第４号の１様式）又は遺棄申立書〔現況届用〕（第

４号の２様式）による。 
（被災状況書） 
第２条の５ 規則第１条第１項第７号ホ、第８号ハ及び第３条の２第３項に定

める児童扶養手当被災状況書は、児童扶養手当被災状況書（第５号様式）に

よる。 
（額改定〔増額〕請求書） 
第３条 規則第２条に規定する児童扶養手当額改定請求書は、第１号様式によ

る。 
（額改定〔減額〕届） 
第４条 規則第３条に規定する児童扶養手当額改定届は、児童扶養手当証書亡

失届・額改定〔減額〕届（第６号様式）による。 
（支給停止関係 発生・消滅・変更届） 
第４条の２ 規則第３条の２第１項及び第２項に規定する児童扶養手当支給停

止関係届は、児童扶養手当支給停止関係 発生・消滅・変更届（第７号様式）

による。 
（支給停止に関する届出） 
第４条の３ 規則第３条の３に定める公的年金給付等受給状況届は、公的年金

） 



給付等受給状況届（第７号の２様式）による。 
（一部支給停止適用除外に関する届出） 
第４条の４ 規則第３条の４に規定する児童扶養手当一部支給停止適用除外事

由届出書は、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書（第７号の３様

式）による。 
（介護していることの申立書） 
第４条の５ 規則第３条の４第１項第３号ロ（２）後段に定める書類は、介護

していることの申立書（第７号の４様式）による。 
（所得状況の届出） 
第４条の６ 規則第３条の５に定める書類は、児童扶養手当所得状況届（第７

号の５様式）による。 
（現況届） 
第５条 規則第４条に規定する児童扶養手当現況届は、児童扶養手当現況届（第

８号様式）による。 
（変更届〔受給者氏名〕） 
第６条 規則第５条に定める届書は、児童扶養手当変更届〔住所・受給者氏名・

金融機関〕（第９号様式）による。 
（転出届） 
第７条 規則第６条第１項に定める届書は、児童扶養手当転出届（第１０号様

式）による。 
（転入届） 
第７条の２ 規則第６条第２項に定める届書は、第１号様式による。 
（証書亡失届） 
第８条 規則第１０条に規定する児童扶養手当証書亡失届は、第６号様式によ

る。 
（資格喪失届） 
第９条 規則第１１条に規定する児童扶養手当資格喪失届は、児童扶養手当資

格喪失届・受給資格者死亡届・未支払手当請求書（第１１号様式）による。 
（受給資格者死亡届） 
第１０条 規則第１２条に定める届書は、第１１号様式による。 
（未支払手当請求書） 
第１１条 規則第１２条の４に規定する未支払児童扶養手当請求書は、第１１

号様式による。 
（変更届〔住所〕） 
第１２条 規則第１５条第２項に定める届書は、第９号様式による。 
（認定通知書及び証書） 
第１３条 規則第１６条第１項に規定する児童扶養手当認定通知書は、児童扶



養手当認定通知書（第１２号様式）とし、児童扶養手当証書は、児童扶養手

当証書（第１３号様式）とする。 
（支給停止通知書） 
第１３条の２ 規則第１６条第２項に規定する児童扶養手当支給停止通知書は、

児童扶養手当支給停止通知書（第１４号様式）による。 
（認定請求却下通知書） 
第１４条 規則第１７条に規定する児童扶養手当認定請求却下通知書は、児童

扶養手当認定請求却下通知書（第１５号様式）による。 
（額改定通知書） 
第１５条 規則第１８条第１項に規定する児童扶養手当額改定通知書は、児童

扶養手当額改定通知書（第１６号様式）による。 
（額改定請求却下通知書） 
第１５条の２ 規則第１８条第６項に規定する児童扶養手当額改定請求却下通

知書は、児童扶養手当額改定請求却下通知書（第１７号様式）による。 
（支払通知書） 
第１６条 規則第２１条の２に定める未支払児童扶養手当請求書を受理したと

き、請求者に交付する児童扶養手当支払通知書は、児童扶養手当支払通知書

〔定期払〕（第１８号様式）又は児童扶養手当支払通知書〔随時払〕（第１９

号様式）（随時払）による。 
（資格喪失通知書） 
第１７条 規則第２２条に規定する児童扶養手当資格喪失通知書は、児童扶養

手当資格喪失通知書（第２０号様式）による。 
（受給資格調査員証） 
第１８条 規則第２８条に規定する証明書は、児童扶養手当受給資格調査員証

（第２１号様式）による。 
（委任） 
第１９条 この要綱の実施に関し必要なことは、こども未来局長が定める。 
 
 
 
 
    附則（平成１４年７月３０日 １４川健児第４１１号） 
 
（施行期日） 
 この要綱は平成１４年８月１日から施行する。 
 
    附則（平成１７年４月１日 １７川健こ家第１４２０号） 



 
（施行期日） 
 この要綱は平成１７年４月１日から施行する。 
 
 
 
    附則（平成１８年４月１日 １８川健こ家第４８７号） 
 
（施行期日） 
 この要綱は平成１８年４月１日から施行する。 
 
    附則（平成１９年４月１日 １９川健こ家第４３７号） 
 
（施行期日） 
 この要綱は平成１９年４月１日から施行する。 
 
    附則（平成２０年３月１０日 １９川健こ家第１７９３号） 
 
（施行期日） 
 この要綱は平成２０年３月１０日から施行する。 
 
（経過措置） 
 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式による用紙については、

当分の間、これを取り繕って使用することができる。 
 
    附則（平成２０年３月２７日 １９川健こ家第１９３１号） 
 
（施行期日） 
 この要綱は平成２０年４月１日から施行する。 
 
    附則（平成２１年１月３０日  ２０川市こ家第１３４７号） 
 
（施行期日） 
 この要綱は平成２１年１月３０日から施行する。 
 
（経過措置） 
 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の様式による用紙については、



当分の間、これを取り繕って使用することができる。 
 
    附則（平成２２年４月１日   ２１川市こ家第１３９４号） 
 
（施行期日） 
 この要綱は平成２２年４月１日から施行する。 
 

附則（平成２８年１月１日   ２７川市こ家第１１７６号） 
 
（施行期日） 
 この要綱は平成２８年１月１日から施行する。 
 
（経過措置） 
 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当

分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 
 
（施行期日） 
 この要綱は平成２８年４月１日から施行する。 
 

附則（平成２８年４月１日   ２８川ここ家第１４６５号） 
 

附 則（令和元年７月１日付３１川ここ家第１０５６号） 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 
 

附 則（令和２年３月１９日付３１川ここ家第１２１２号） 
この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 
附 則（令和３年８月２日付３川ここ家第７０３号） 

この要綱は、令和３年８月２日から施行する。 
 

附 則（令和４年３月１日付３川ここ家第１６１８号） 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年３月１日から施行する。 



（経過措置） 
２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 
 

附 則（令和４年１２月２７日付４川ここ家第１６７５号） 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１２月２７日から施行する。 
（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 
 

附 則（令和６年５月１日付６川こ児第７２９号） 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年５月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 
 

附 則（令和７年４月２２日付７川こ児第６４２号） 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月２２日から施行する。 
（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 
 



第 1 号様式 

 

 

 

 



第２号様式 

 

 



第３号様式 

 

 



第４号の１様式 

 

 



第４号の２様式 

 

 



第５号様式 

（表面） 

 



（裏面） 

 

 



第６号様式 

（表面） 

 



（裏面） 

 

 



第７号様式 

（表面） 

 



（裏面） 

 



第７号の２様式 

（表面） 

 



（裏面） 

 

 



第７号の３様式 

（表面） 

 



（裏面） 

 

 



第７号の４様式 

 

 

 



第７号の５様式 

 

 



第８号様式 

（表面） 

 



（裏面） 

 

 



第９号様式 

 

 



 

第 10 号様式 

 



第 11 号様式 

（表面） 

 



（裏面） 

 

 



第 12 号様式 

（表面） 

 



（裏面） 



第 13 号様式 

（表面） 

 

 



（裏面） 

 

 



第 14 号様式 

（表面） 

 



（裏面） 



第 15 号様式 

 

 



第 16 号様式 

（表面） 

 



（裏面） 

 



第 17 号様式 

 

 



第 18 号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 19 号様式 

 

 

 



第 20 号様式 

（表面） 

 



（裏面） 

 

 



第 21 号様式 

 


